
 
 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年度青森研究開発センター構内警備業務請負 
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1. 件名   令和 8年度青森研究開発センター構内警備業務請負 

 

2. 業務目的 

   本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター

（以下「機構」という。）の関根施設（進入道路等周辺を含む。）及び大湊施設の安全

と秩序を維持するとともに、その財産を保護するための業務を受注者に請負わせるた

め、その仕様について定めたものである。 

本業務は、構内の火災、盗難を防止するとともに不審者の侵入防止、不法行為を排

除し、機構の財産の保全、秩序の維持を図るために実施するもので、受注者は施設装

置の構造、取扱方法、関係法令等を充分熟知し、受注者の責任と負担において、計画

立案し、本業務を実施するものとする。 

 

3. 契約範囲 

(1) 正門守衛所、原子炉施設等及び一般施設における一般警備 

(2) 原子炉施設等及び一般施設における機械警備 

  

4. 実施場所 

(1) 青森県むつ市大字関根字北関根 400番地他 

    関根施設 

(2) 青森県むつ市港町 4-24 

    大湊施設 

 

5. 実施期日等 

(1) 実施期間 

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

(2) 標準実施時間 

   機構の施設及び機微情報管理のため、基本作業日及び基本作業時間を次のとおり

とする。 

      直勤 08：30～翌 08：30  

なお、原則として 8時間毎に 1時間の休憩を付与する。 

   

6. 業務内容等 

 本業務を実施するに当たって受注者は、本仕様書に定める事項の他、機構の諸規則、

機器取扱説明書等を充分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の実

施方法等について実施要領を定め、機構の確認を受けるものとする。 

 



(1) 正門守衛所、原子炉施設等及び一般施設の一般警備 

 ①受付及び監視業務 

   ・車両入構証の確認 

・当日入構者の受付 

・当日入構車両の受付 

・運搬車両の出入確認 

・出退勤時の交通整理 

・門扉の開閉 

・鍵の保管及び受渡しの確認 

・警報・監視機器による監視及び機器の操作 

  ②通報連絡 

・出入者の用件確認及び必要に応じて関係箇所への連絡 

・来客等の出入時の連絡 

・無線連絡（巡察中の連絡） 

・不審時の通報連絡（外部機関への通報連絡含む） 

・異常時の通報連絡（外部機関への通報連絡含む） 

・緊急時の通報連絡（外部機関への通報連絡含む） 

  ③巡視 

・構内・外の定期巡視（施設の施錠確認及び各種機器設備等の点検を含む） 

・特別巡視（地震、暴風雨、大雪等の自然災害による被害の可能性がある場合、

停電時における施設の安全確保上必要がある場合及びＪアラート発出後の落

下物の可能性がある場合） 

・特別警戒（特別巡視以外に必要がある場合、ただし、協議による） 

④立哨 

   ・定期立哨 

・任意立哨（必要に応じ随時） 

・特別立哨（協議による） 

⑤応急処置 

・初期行動（火災・盗難・天災・破壊等） 

・事故時の応急措置（防備・避難・警戒） 

・消防署員の誘導または警察署員の対応 

  ⑥その他 

   ・関根浜施設事務棟前の機構旗及び国旗の掲揚 

・夜間、休日の原子炉施設等における火報吹鳴時の放射線管理区域内の確認・初

期対応。 

・上記①～⑥に付随する業務で機構、受注者双方協議のうえ定めた事項 



(2) 機械警備 

 ①警備対象施設 

 （a）保管建屋（関根施設）      

 （b）機材・排水管理棟（関根施設） 

 （c）研究棟（大湊施設） 

 （d）事務棟（大湊施設） 

 （e）動力棟（大湊施設）  

 ②対象時間 

 （a）平 日： 警備開始の信号を受信した時から解除信号を受信した時まで 

 （b）休 日： 警備開始の信号を受信した時から解除信号を受信した時まで 

 ③業務内容 

 （a）機械警備に必要な機器類及び設置箇所については、機構の確認を得て設置す

る。 

 （b）警備対象物件で発生した異常事態は、一般電話回線により自動的に受注者の

コントロールセンターが受信できるようにする。 

（c）コントロールセンターでは警備受信装置にて常時監視を行うとともに緊急の

場合の対処要員を確保する。 

 （d）緊急対処要員は受注者のコントロールセンターと連絡を保持し、警備対象物

件の異常事態に備えるとともに、異常事態発生時には２５分以内に現場に到着

すること。 

（e）警備対象物件から受注者のコントロールセンターへの連絡は一般電話回線を

使用し、また、それに要する回線使用料については機構の負担とする。 

（f） 警備対象物件に係る盗難及びその他不良行為の予防、早期発見及び拡大防止

に努める。 

（g）警備対象物件の異常事態にいて、通報連絡系統図に従い関係機関への通報及

び機構担当者へ迅速に連絡する。 

（h）設置した警備装置について、受注者は適時保守点検を行い、その都度機構に 

報告する。 

 

7. 受注者と機構の主な役割分担 

(1) 正門守衛所、原子炉施設等及び一般施設の一般警備 

業務内容 業務細目 受注者 機構 

1.受付及び監視業

務 

（1）車両入構証の確認 ・車両入構証の確認 ・車両入構証の作

成・発行 

（2）当日入構者の受付 ・入構者に対し構内 ・退出時に退出時間



業務内容 業務細目 受注者 機構 

（3）当日入構車両の受 

   付 

入 

 構管理票の記入依

頼 

及び案内 

と  

 印鑑を押印 

・記録の確認 

（4）警報・監視機器に 

よる監視及び機器 

の操作 

・機器の不具合時に

お 

ける担当課への連

絡 

・機器の維持管理 

2.通報連絡 （1）不審時の通報連絡 ・通報連絡系統図に

定 

められた連絡先に

通 

報 

・通報の受信・対応 

・通報連絡系統図の

作 

成・更新 

 

（2）異常時の通報連絡 

（3）緊急時の通報連絡 

3.巡視 （1）構内・外の定期巡 

視 

・一般施設の巡視等 

・結果の報告 

・原子炉施設等の巡

視 

・報告の確認・対応 

(2) 機械警備 

業務内容 業務細目 受注者 機構 

1.機器の設置 （1）機器の設置・撤去 ・受注者の所有であ

る 

機器の設置、維持

管 

理、撤去 

・設置場所の提供 

・通信回線 

・開始及び解除の操

作 

 

 

8. 標準人員（ポスト数） 

作 業 場 所 一 般 警 備 

直勤ポスト数 

正門守衛所（関根施設） ２ポスト 

※ ４.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数（目安）とし

て記載。 

要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役

割の要員を配置し、実施すること。 

 

9. 従事者に必要な要件 

  本業務従事者は、下記の各条件を満足していること。 

(1) 警備業法について知識を有する者で、警備業務又はそれと同等の業務に関する実

作業の習熟者であること。また、施設警備検定 1級又は 2級の資格を有する者を



常時 1名以上従事させること。 

(2) 従事者全員が放射線業務従事者としての登録がなされ、放射線障害防止法及びそ

の他の法令に基づく放射線管理手帳の交付等を受けていること。 

(3) 普通救命講習を過去 3年以内に受講していること。 

(4) その他、緊急時に対処できる十分な能力を有していること。 

 

10. 支給品及び貸与品 

(1) 支給品（無償） 

  電気、水 

(2) 貸与品（無償） 

    ①警備員詰所及び同付属設備（什器、仮眠具を含む。） 

②机、椅子、ロッカー 

③暖房器具 

(3) 受注者側負担 

    ①制服、靴、帽子、ヘルメット、無線機、懐中電灯、車両、警戒棒等 

 

11. 提出書類 

 書 類 名 指定様式 提出期日 部数 備考 

1 総括責任者届 指定なし 契約後及び変更の都

度速やかに 

1部 総括責任

者代理を

含む。 

2 実施要領書 指定なし     〃 1部  

3 従事者名簿 指定なし     〃 1部  

4 警備報告書 指定なし 毎日 1部  

5 航行援助施設等時間

外点検簿 
指定なし 毎月末 1式 

 

6 入出門管理台帳 機構様式  〃 1式  

7 緊急連絡系統図 指定なし 契約後及び変更の都

度速やかに 

2部  

8 事故報告書 指定なし その都度 1部  

9 終了届 機構様式 毎月末 1部  

   ※その他、機構が必要と認めた書類 

（提出場所） 機構 総務・共生課 

 

12. 検収方法等 

   終了届、業務月報及び１１.に定める提出書類の確認並びに仕様書の定めるとこ



ろに従って、業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 

 

13. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ 

(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協

力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。なお、

機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対

して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。この場合、

業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請

負者各々の負担とする。 

(2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業

務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。なお、機構は、当

該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な

措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。この場合、業務引継ぎ

で受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者

各々の負担とする。基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間

で協議のうえ、一定の期間（３週間目途）を定めて原契約の期間終了日までに実

施する。 

なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 

   

14. 検査員及び監督員 

検査員 

(1) 一般検査 管財担当課長 

 

監督員 

(1) 正門守衛所、原子炉施設等及び一般施設の一般警備  総務・共生課員 

(2) 機械警備                     総務・共生課員 

 

15. 特記事項 

(1) 受注者は、定める業務を実施する場合において機構の就業時間中は立哨警備をで

きる限り実施するとともに就業時間外においては、作業出入者の作業終了まで随

時巡回監視する。 

(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー

タ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出し

て発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供

することはできない。ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合は

この限りではない。 



(3) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を遵守するも

のとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 

イ．原子炉等規制法 

ロ．原子力第 1船原子炉保安規定 

ハ．青森研究開発センター安全衛生管理規則 

ニ．青森研究開発センター消防計画 

ホ．作業責任者等の認定手引 

へ．医薬用外毒物劇物等危害防止管理要領 

ト．青森研究開発センター電気工作物保安規程 

チ．青森研究開発センター武力攻撃災害等対処業務計画 

リ．その他関係法令及びセンターで定める規程、規則等 

(4) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行

うものとする。 

教育名 実施者 機構による内容確認 備考 

「警備業法」第 21 条第

2 項及び「警備業法施

行規則」第 38 条第 1 項

に基づく警備員教育 

受注者  教育の実施に係る記録にて確認を受

ける。 

業務開始前までに

実施 

普通救命講習を過去 3 年

以内に受講していること。 

受注者 普通救命講習修了証の確認 業務開始前までに

実施 

保安規定第１編第 29 条第

2 項及び第 1 編第 24 条第

1 項に基づく課保安教育 

機構 教育の受講に係る記録にて確認を受

ける。 

出入りに係るもの

等の一部は業務開

始前までに実施 

青森研究開発センター関

根浜附帯陸上施設放射線

障害予防規程第 61 条に基

づく課保安教育 

機構 教育の受講に係る記録にて確認を受

ける。 

出入りに係るもの

等の一部は業務開

始前までに実施 

   

(5) 受注者は、機構が実施する各種訓練に関係する本業務従事者を参加させなければ

ならない。 

    イ．総合訓練 

ロ．消火訓練 

ハ．通報訓練 

ニ．招集訓練 

ホ．避難訓練  



ヘ．その他保安上必要な訓練 

 

(6) 受注者は、異常事態が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。ま

た、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 

(7) 受注者はやむを得ず従事者を交代させる場合には、施設管理・機微情報管理のう

えから事前に機構に届出るものとする。 

(8) 受注者は、機構が伝染性の疾病（新型インフルエンザ等）に対する対策を目的と

して行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 

(9) 受注者は、故意又は過失により業務履行中に損害を機構に発生させた場合には、

受注者の負担において損害を回復させなければならない。 

(10)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他

の損害についてすべての責任を負うものとする。 

(11)機構と受注者は相互に協力し、疑義が生じたときは、必要に応じて相互協議のう

え定めるものとする。 

(12)受注者の負担により、特殊健康診断を年 2回実施すること。 

(13)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い

信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵

守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

(14)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律

秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンス

に関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 

(15)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にあ

る他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしな

いこと。 

(16)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 

 

16. 総括責任者 

   受注者は、本契約業務を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する

責任者を選任し、次の業務に当たらせるものとする。 

(1) 従事者の労務管理及び作業上の指揮命令 

(2) 本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整 

(3) 従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項 

 

17. グリーン購入法の推進 

(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合はそれを

採用することとする。 



(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）においては、グリーン購入法に該当す

るためその基準を満たしたものであること。 

 
以上 


